
市・県民税（個人住民税）の改正点をお知らせします

※＜＞内は所得税の控除額

※一般生命保険料控除、個人年金保険料控除についてそれぞれ新契約と旧契約
双方の控除の適用を受ける場合は、２.８万円＜４万円＞が限度額となります。
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新契約

旧契約

一般生命保険料控除
２.８万円＜４万円＞
( 遺族保障等 )

一般生命保険料控除
３.５万円＜５万円＞

( 遺族、介護、医療保障等 )

個人年金保険料控除
２.８万円＜４万円＞

( 老後保障 )

介護医療保険料控除
２.８万円＜４万円＞
( 介護保障、医療保障 )

個人年金保険料控除
３.５万円＜５万円＞

( 老後保障 )

［合計適用限度額７万円＜12万円＞］

平成２４年度の税制改正等による市・県民税（個人住民税）の主な改正点
●給与所得控除の見直し
その年中の給与等の収入金額が１，５００万円を超える場

合の給与所得控除額について、２４５万円の上限が設けら
れました（所得税は平成２５年分、個人住民税は平成２６年
度から適用されます）。
●退職所得課税の見直し
勤続年数が５年以下の法人役員等が支払いを受ける退

職金のうち、その役員等の勤続年数に対応する退職金と
して支払いを受けるものについて、退職所得控除後の所
得金額を２分の１にする措置が廃止されます（所得税は
平成２５年分、個人住民税は平成２５年１月１日以後に支払
われる退職金から適用されます）。

●個人住民税の均等割額の引き上げ
（平成２３年度税制改正分）
「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施

する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税
の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平
成２６年度から平成３５年度までの各年度分の個人住民税に
限り、均等割の税率は、標準税率４，０００円（市民税３，０００
円、県民税１，０００円）に１，０００円を加算した額である５，０００
円（市民税３，５００円、県民税１，５００円）となります。

平成２５年度 市・県民税（個人住民税）から適用となる主な改正点
●生命保険料控除の改組（平成２２年度税制改正分）
１ 生命保険料控除を改組し、所得税については、各保
険料控除の合計適用限度額が現行の１０万円から１２万
円に引き上げられます。（なお、住民税の各保険料
控除の合計適用限度額は、現行と同じ７万円です。）

２ 平成２４年１月１日以後に締結した保険契約等（新契
約）に関する生命保険料控除について、新たに介護
医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護

医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの
適用限度額について、住民税は２．８万円、所得税は４
万円とします。

３ 平成２３年１２月３１日以前に締結した保険契約等（旧契
約）に関する生命保険料控除については、従前と同
様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が適
用されます。

新契約・旧契約の双方の保険契約等に係る控除がある場合
イ 新契約の支払保険料等につき、上記❶の計算式により計算した金額
ロ 旧契約の支払保険料等につき、上記❷の計算式により計算した金額
※新契約と旧契約の双方で一般生命料保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、それぞれ上の表
で計算した金額の合計額（上限は２８，０００円）になります。

平成２５年１月１日から支払われる退職金の改正点
退職所得に係る所得割額の１０％税額控除の特例が廃止されます。（平成２３年度税制改正分）

生命保険料控除額
支払保険料の金額
支払保険料の金額
×２分の１＋６，０００円
支払保険料の金額
×４分の１＋１４，０００円
一律２８，０００円

支払保険料の金額
１２，０００円以下
１２，０００円超
３２，０００円以下
３２，０００円超
５６，０００円以下
５６，０００円超

生命保険料控除額
支払保険料の金額
支払保険料の金額
×２分の１＋７，５００円
支払保険料の金額
×４分の１＋１７，５００円
一律３５，０００円

支払保険料の金額
１５，０００円以下
１５，０００円超
４０，０００円以下
４０，０００円超
７０，０００円以下
７０，０００円超
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平成２３年１２月３１日以前に締結した
保険契約等に係る控除［旧契約］❷平成２４年１月１日以後に締結した

保険契約等に係る控除［新契約］❶
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